
修正箇所（三河Ⅱ地区） 

該当頁 修正後 修正前 摘要 

三河Ⅱ

地 区 -

29 

４．２ 要因の変化 

4.2.1 便益（B）について 

 

（中略） 

 

②人身被害の精神的損害額の軽減額   （約２６．９億円 増） 

がけ崩れの発生により被害者本人、その家族及び友人が被る

痛み、苦しみ、悲しみ、生活の質の低下及び生きる喜びを享受

できなくなることなどの精神的な損害の額 

 

【マニュアル改定の経過】 

 

 

4.2.2 費用（C）について 

2.2 全体事業費の変化（三河Ⅱ-23）に記載のとおり、全体

事業費が増加したため費用が増加した。 
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